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苦情・紛争処理手続の透明化に関するアンケートについて

１　趣旨

　本アンケートは、金融トラブル連絡調整協議会の議論に資する観点から、同協議

会に参加している業界団体・自主規制機関が設けている苦情処理手続又は紛争処理

手続の規則の内容及び苦情・紛争処理手続の周知に係る現状を把握するために、調

査を行ったものである。

２　調査対象

　金融トラブル連絡調整協議会に参加している業界団体・自主規制機関（１７団体。

別紙参照。アンケートでは「協会等」と総称している。）

３　調査期間

　平成１２年１２月１３日～１２月２０日

４　結果の概要

質問項目 あり なし
苦情処理手続の有無（問１） １３ ４
　うち、苦情処理手続に係る規則等の有無（問２） １１ ２
紛争処理手続の有無（問３１） ５ １２
　うち、紛争処理手続に係る規則等の有無（問３２） ５ ０
苦情・紛争処理手続に係る規則等の公開の有無（苦
情・紛争処理手続を設けている１３団体中）（問６
１）

６ ７

苦情処理手続の申出の際の手続の概要の説明の有無
（苦情・紛争処理手続を設けている１３団体中）（問
７１）

６ ７

紛争処理手続の申立の際の手続の概要の説明の有無
（紛争処理手続を設けている５団体中）（問７３）

５ ０

（団体数）
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苦情・紛争処理手続の透明化に関するアンケート　集計結果

問１　苦情処理手続1を設けていますか。

（結果）

　苦情処理手続を設けているとの回答があったものは、参加１７団体中１３団体であ

った。

団体数 団体名
はい 13 投資信託協会

金融先物取引業協会
信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
全国信用金庫協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

いいえ 4 全国信用組合中央協会
全国労働金庫協会
農林系統金融機関
不動産シンジケーション協議会2

                                           
1 紛争処理手続とは、あっせん、調停などであって、第三者が解決案を提示すること
により苦情・紛争の解決を図る手続きを指す。苦情処理手続とは、この紛争処理手続
によらないで、当事者間の交渉等により苦情・紛争の解決を図る手続きのことを指す。
2 現在準備中。
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問２　（問１で「はい」と答えた場合について）苦情処理手続の規則（法令で規定し
ている場合を含む。以下同じ。）等を定めていますか。

（結果）

　金融審議会第一部会ホールセール・リーテイルに関するワーキンググループ報告

「金融分野における裁判外紛争処理制度の整備について」（平成１２年６月。以下「ワ

ーキンググループ報告」という。）では、裁判外紛争処理手続の透明化のため、苦情・

紛争処理申立ての受付から始まる一連の苦情・紛争処理手続について、明確なルール

の作成を求めているが、苦情処理手続に係る規則を設けているとの回答のあった団体

は、苦情処理手続を設けているとの回答のあった１３団体中１１団体であった。

団体数 団体名
はい 11 金融先物取引業協会

信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

いいえ 2 投資信託協会
全国信用金庫協会
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（共通的事項）

問３　苦情処理担当者や紛争処理人3等の苦情・紛争処理を行う職員等が、業務遂行
に当たって遵守しなければならない事項や常に配慮すべき事項などの行為準則
を規定していますか。

（結果）

　裁判外紛争処理では、苦情・紛争の事案処理に当たる職員等の役割が重要となるが、

こうした苦情・紛争処理を行う職員等の業務遂行に当たって遵守しなければならない

行為準則を規定しているとの回答があったものは、１０団体であった。

団体数 団体名
はい 10 金融先物取引業協会

信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会

いいえ 7 投資信託協会
全国信用金庫協会
全国信用組合中央協会
全国労働金庫協会
農林系統金融機関
不動産シンジケーション協議会
前払式証票発行協会

                                           
3 あっせん委員、調停委員等を指す。
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問４　苦情処理担当者や紛争処理人等の苦情・紛争処理を行う職員等の守秘義務を規
定していますか。

（結果）

　苦情・紛争処理における相談や申立内容はプライバシーに係わる事項が多く含まれ

ていることから、利用者が安心して苦情・紛争処理機関を利用することができるよう

にするためにも、職員等の守秘義務を規則等に規定することが想定されるが、苦情処

理担当者等の守秘義務を規定しているとの回答のあったものは１１団体であり、苦情

処理手続に係る規則等を規定している団体のいずれにおいても、守秘義務が規定され

ているとの回答であった。

団体数 団体名
はい 11 金融先物取引業協会

信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

いいえ 6 投資信託協会
全国信用金庫協会
全国信用組合中央協会
全国労働金庫協会
農林系統金融機関
不動産シンジケーション協議会
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問５　会員企業による苦情処理の推進や、協会等の行う苦情・紛争処理手続への協力
の責務等、苦情・紛争処理に係る会員企業の行為準則を規定していますか。

（結果）

　苦情や紛争の解決を促進する観点から、会員企業による苦情処理の推進や協会等の

行う苦情・紛争処理手続に対する協力を会員企業の行為準則として規定することが想

定されるが、こうした行為準則を規定しているとの回答のあったものは、苦情・紛争

処理手続に係る規則を設けている１１団体のうち９団体であった。

団体数 団体名
はい 9 金融先物取引業協会

信託協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会

いいえ 8 投資信託協会
生命保険協会
全国信用金庫協会
全国信用組合中央協会
全国労働金庫協会
農林系統金融機関
不動産シンジケーション協議会
前払式証票発行協会

（以下、問６から問３０までについては、各団体の規則において規定している事項に

係る質問である。したがって、これらの問は、問２において苦情処理手続に係る規則

を規定しているとの回答のあった１１団体を対象としている。）
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（苦情処理に係る規則について）

問６　協会等が取り扱う苦情の範囲を明示していますか。

（結果）

　苦情処理手続の明確化の一つとして、協会等が取り扱う苦情の範囲を明示しておく

ことが想定されるが、苦情処理手続に係る規則等を制定している団体のうち、協会等

が取り扱う苦情の範囲を明示しているとの回答があったものは９団体であった。ただ

し、取扱い範囲を明示していないとの回答のあった団体のうち、１団体は、取扱いを

拒否できる場合を規定しているとの回答があった。

団体数 団体名
はい 9 金融先物取引業協会

信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

いいえ 2 抵当証券業協会
日本証券投資顧問業協会

問７　協会等に申出のあった苦情のうち、協会等が取扱いを拒否できる場合を明示し
ていますか。

問８　（問７で「はい」と答えた場合）どのような場合に拒否できることとしていま
すか。

（結果）

　協会等において取り扱う苦情の範囲を明確化する方法の一つとして、協会等が取扱

いを拒否できる場合を明示することも想定されるが、苦情取扱いを拒否できる場合を

明示しているとの回答のあったものは、１団体のみであり、他の団体では、取扱いを

拒否できる場合は明示されていないとの回答であった。
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団体数 団体名
はい 1 日本証券投資顧問業協会

いいえ 10 金融先物取引業協会
信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

　なお、拒否できることとしている団体では、以下の場合に具体的に苦情処理の取扱

いを拒否できることとしている。

（日本証券投資顧問業協会）

①苦情事案が起った日から概ね３年以上経過し事実の確認が困難と認められるとき

②民事調停又は民事訴訟に継続中のものであるとき

③大蔵省又は他の機関に苦情処理の申出中のものであるとき

④その性質上苦情処理を行うに適切ではないと認められるとき

⑤不当な目的で苦情処理の申出をしたと認められるとき

問９　協会等に対して苦情を申し出ることができる者の範囲を限定していますか。

（結果）

　苦情処理手続を明確化する方法の一つとして、協会等に苦情を申し出ることができ

る者の範囲を明示することが想定されるが、協会等に対して苦情を申し出ることがで

きる者を限定しているとの回答があったものは３団体であった。
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団体数 団体名
はい 3 信託協会

生命保険協会
日本証券業協会

いいえ 8 金融先物取引業協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

問１０　書面により苦情を申し出る際の様式を規定していますか。

（結果）

　苦情処理機関の利用者の利便性を高める観点から、書面により苦情を申し出る際の

様式を規定しておくことも考えられるが、こうした様式を具体的に規定している団体

との回答があったのは３団体であった。

団体数 団体名
はい 3 全国貸金業協会連合会

日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会

いいえ 8 金融先物取引業協会
信託協会
生命保険協会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会
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問１１　苦情の申出を受け付けた際の申出人に対する事実確認や申出人に対する助
言など、苦情を受け付けた際の初期対応として苦情処理担当者が行わなければな
らないことを具体的に明示していますか。

（結果）

　苦情処理の過程の一つが、申出受付の際の苦情処理担当者の初期対応であるが、こ

の段階で担当者が行わなければならないことを具体的に規定しているとの回答があ

ったものは、８団体であった。

団体数 団体名
はい 8 金融先物取引業協会

信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会

いいえ 3 日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
前払式証票発行協会

問１２　（問１１で「はい」と答えた場合は、問１２と問１３に回答して下さい。）
苦情受付時に苦情処理担当者は、申出人に対して苦情処理手続の概要を記載した
パンフレット等の交付、手続の概要の説明等を通じて、苦情を申し出た者に対し
て苦情・紛争処理の手続の概要を説明することを規定していますか。

（結果）

　ワーキンググループ報告では、苦情・紛争の申立をした紛争当事者には苦情・紛争

処理手続のルールの配布・説明を行うことを求めているが、苦情処理に関して規則等

において手続の概要の説明等を行うことを規定しているとの回答があったものは、３

団体であった。
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団体数 団体名
はい 3 信託協会

全国貸金業協会連合会
全国銀行協会4

いいえ 5 金融先物取引業協会
生命保険協会
抵当証券業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会

問１３　苦情の申出があった場合は、当該申出があったことを当該苦情に係る会員企
業に対して通知することを規定していますか。

（結果）

　苦情処理に係る規則において苦情受付担当者の初期対応を規定している８団体で

は、いずれにおいても、苦情の申出があった際に必要となる手続の一つとして当該苦

情に係る会員企業に対して通知することを規定しているとの回答であった。なお、苦

情受付担当者の初期対応を規定していない団体でも、このような通知をすることとし

ていると回答があったものが１団体であった。

団体数 団体名
はい 9 金融先物取引業協会

信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

いいえ 0

                                           
4 紛争処理のみ　（注）苦情の申出は電話がほとんど
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問１４　苦情を受け付けた際に、苦情処理規則等により協会等が取り扱うべき苦情で
はない場合や、苦情を申し出た人が申出可能な人ではないことにより、取扱いを
拒否する場合、以下の事項を行うことを規定していますか。

（結果）

　何らかの理由により、協会等が苦情の取扱いを拒否する場合には、慎重な手続を行

うとともに、利用者に対する支援を図る観点から、拒否理由の提示や助言等を行うこ

とが想定される。苦情処理に係る規則等を設けている１１団体のうち、取扱いを拒否

する理由を提示することを規定しているとの回答があったものは１団体であった。な

お、取扱い拒否に当たり、申出人に対して反論の機会を与えている団体はない。

　また、取扱い拒否に当たり、他の苦情・紛争処理機関を紹介することとしているも

のは、３団体であり、その他申出人に対して助言を行っている団体は２団体である。

取扱いを拒否する理由の提示
団体数 団体名

はい 1 日本証券投資顧問業協会

いいえ 10 金融先物取引業協会
信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

取扱いを拒否する際の申出人の反論の聴取
団体数 団体名

はい 0
いいえ 11 金融先物取引業協会

信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
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日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

他の苦情・紛争処理機関の紹介
団体数 団体名

はい 3 全国貸金業協会連合会
抵当証券業協会
日本証券投資顧問業協会

いいえ 8 金融先物取引業協会
信託協会
生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

その他申出人に対する助言
団体数 団体名

はい 2 全国貸金業協会連合会
抵当証券業協会

いいえ 9 金融先物取引業協会
信託協会
生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

問１５　苦情の受付から解決等に至るまでの標準処理期間を明示していますか。

問１６　（問１５で「はい」と答えた場合）どの程度の標準処理期間を設定していま
すか。
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（結果）

　苦情処理の迅速化等を図る観点から、苦情処理に係る標準処理機関を設けることが

想定されるが、こうした標準処理期間を明示しているとの回答があったものは１団体

のみであった。なお、標準処理期間を明示している全国銀行協会では、標準処理期間

を紛争処理手続に移行する３ヶ月を目安としているとの回答であった。

団体数 団体名
はい 1 全国銀行協会
いいえ 10 金融先物取引業協会

信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

問１７　申出のあった苦情について、協会等は、会員企業に対する資料提出請求や、
当該事案に関する説明聴取など、当該事案の調査のために必要な措置を会員企業
に対して採ることができることを規定していますか。

（結果）

　苦情処理に当たり、事実関係の確認等を行うことを目的として、協会等が当該苦情

に係る会員企業から資料の提出や説明を求めることが必要となる場合が想定される

が、こうした調査のために必要な措置を会員企業に対して採ることができるとの回答

があったものは、苦情処理に係る規則等を制定している１１団体のうち１０団体であ

った。

団体数 団体名
はい 10 金融先物取引業協会

信託協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
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日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

いいえ 1 生命保険協会

問１８　問１７の資料提出や説明聴取について、正当な理由がなく断ることができな
いこととしていますか。

（結果）

　協会等から会員企業に対して調査の要請等があった場合に、当該調査を円滑に進め

るとともに、会員企業の協力を確保を図る観点から、調査要請に対して会員企業は正

当な理由がなく断ることができないと規定しておくことも想定されるが、こうした応

諾義務を規定していると回答があったものは８団体であった。

団体数 団体名
はい 8 金融先物取引業協会

全国貸金業協会連合会
全国銀行協会5

抵当証券業協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
前払式証票発行協会

いいえ 2 信託協会
日本損害保険協会

問１９　協会等に対して申出のあった苦情が会員企業と申出人の間で解決された場
合、当該会員企業から協会等に対して解決された旨の通知を行うことを義務付け
ていますか。
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（結果）

　協会等に対して申出のあった苦情について、その解決の進捗状況を協会等が把握す

るために、申出者と会員企業の間で苦情の解決が行われた場合、会員企業から協会等

に対してその旨の通知を行うことを規定しておくことも想定されるが、こうした義務

を規定しているとの回答があったものは７団体であった。

団体数 団体名
はい 7 金融先物取引業協会

信託協会
全国銀行協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

いいえ 4 全国貸金業協会連合会
生命保険協会
抵当証券業協会
日本証券業協会

問２０　苦情が解決した場合など、協会等における苦情処理手続が終了する時点を明
示していますか。

（結果）

　各協会等が行う苦情処理の範囲を明確化させる観点から苦情処理手続が終了する

時点を明示することも想定されるが、こうした終了時点を明示しているのとの回答が

あったものは４団体であった。

団体数 団体名
はい 4 日本証券投資顧問業協会

日本商品投資販売業協会6

日本損害保険協会
前払式証票発行協会

                                                                                                                                       
5 ただし、規定上明確な表現はない。
6 苦情内容書の中に項目を設けている。
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いいえ 7 金融先物取引業協会
信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本証券業協会

問２１　訴訟手続が開始された場合など、苦情解決前であっても苦情処理手続が中止
される場合を明示していますか。

（結果）

　訴訟手続が始まった場合などは、訴訟手続との優先関係や手続の明確化を図る観点

から、苦情処理手続を打ち切る場合を明示しておくことが想定されるが、このような

ことを規定しているとの回答があった団体はなかった。

団体数 団体名
はい 0
いいえ 11 金融先物取引業協会

信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

問２２　申出のあった苦情について、他機関で苦情処理を行うことが適切と思われる
事案について、当該機関の紹介、苦情申出者に対する意思確認、移送先機関に対
する連絡など、当該事案の移送についての具体的な手続を規定していますか。

（結果）

　苦情が解決しない場合や、本来他の機関が取り扱うべき苦情が申し出られたなどの

場合は、他の苦情・紛争処理機関への移送が必要となり、こうした場合の他機関への
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移送の具体的な手続を規定することも想定されるが、こうした規定を行っているとの

回答があったものは３団体であった。

団体数 団体名
はい 3 全国銀行協会7

抵当証券業協会
日本商品投資販売業協会

いいえ 8 金融先物取引業協会
信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

問２３　当事者間による交渉等が不調に終わり、苦情が解決に至らなかった場合の紛
争処理手続（他の機関に紛争処理手続を委託している場合を含む。）への移行に
ついて、苦情申出者に対する紛争処理手続への移行の提示の要件、苦情申出者に
対する紛争処理手続の説明、意思確認などについての具体的な手続を規定してい
ますか。

（結果）

　苦情処理手続が不調に終わった場合、紛争処理手続への移行が必要となる場合も想

定されるが、こうした紛争処理手続への移行について具体的な手続を規定していると

の回答があったものは、弁護士会仲裁センターとの提携により紛争処理を行っている

２団体であり、他の団体については、手続を規定していないか、又は、紛争処理手続

を設けていないとの回答であった。

団体数 団体名
はい 2 信託協会

全国銀行協会

いいえ 3 生命保険協会

                                           
7 信託協会との間
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日本証券業協会
日本損害保険協会

紛争処理手続を
設けていない

6 金融先物取引業協会
全国貸金業協会連合会
抵当証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
前払式証票発行協会

問２４　申出のあった苦情に関し、苦情の原因を究明し、再発の防止に努めるといっ
た、苦情発生の未然防止に係る会員企業の責務を規定していますか。

（結果）

　同様の苦情の再発防止を図る観点から、苦情の原因を究明し、再発の防止に努める

といった、苦情発生の未然防止を会員企業の責務として規定することが想定されるが、

こうした規定を設けているとの回答があったものは４団体であった。

団体数 団体名
はい 4 金融先物取引業協会

全国貸金業協会連合会
抵当証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 7 信託協会
生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
前払式証票発行協会

問２５　申出のあった苦情に関して、会員企業が不適正な行為を行っていた場合につ
いて、協会等から会員企業に対して、改善の指導や勧告を行うことができる権限
を規定していますか。
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（結果）

　苦情処理にともなって明らかになった会員企業に不適正な行為について、苦情の再

発の防止や会員企業の行為の適正化を図る観点から、協会等が改善の指導や勧告を行

う権限を持つことも想定されるが、こうした権限を規定しているとの回答のあったも

のは、５団体であった。

団体数 団体名
はい 5 金融先物取引業協会

全国貸金業協会連合会
抵当証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会

いいえ 6 信託協会
生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

問２６　申出のあった苦情に関して、法令違反などの著しく不適切な行為があった会
員企業に対して、協会等からの除名や会員資格の一時停止といった制裁措置を行
うことができることを規定していますか。

（結果）

　個々の苦情に関して、法令違反などの本来全ての者が遵守しなければならないもの

について違反行為等があった場合については、苦情の再発防止及び法令等の遵守を図

る観点から会員資格の停止などの制裁措置をとることも想定されるが、こうした措置

を設けているとの回答があったものは、苦情処理に係る規則を設けている１１団体の

うち４団体であった。
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団体数 団体名
はい 4 金融先物取引業協会

全国貸金業協会連合会
抵当証券業協会
日本証券投資顧問業協会

いいえ 7 信託協会
生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

問２７　協会等が会員企業に対して、会員企業内における顧客等からの苦情処理に関
する助言、指導等を行うことができること等を規定していますか。

（結果）

　会員企業における苦情処理体制を改善する観点から、各業界団体が会員企業におけ

る苦情処理体制の改善に向けた助言、指導等を行うことが想定されるが、こうした指

導等を行うことができることとしているとの回答があったものは、４団体であった。

団体数 団体名
はい 4 金融先物取引業協会

全国銀行協会8

抵当証券業協会
日本証券投資顧問業協会

いいえ 7 信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
日本証券業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

                                           
8 ただし、協会から対応を依頼した苦情事案に限る。
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問２８　申出のあった苦情について、件数、処理結果等に関する統計を作成し公開す
ることを規定していますか。

問２９　申出のあった苦情に関して、代表的な事例の概要及び苦情処理の結果（プラ
イバシー等に係る事項を除く）を公表することを規定していますか。

（結果）

　ワーキンググループ報告では、裁判外紛争処理機関の運営適正化やルールメイクの

促進の観点から、申出のあった苦情について、その件数や処理結果、主な事案の概要

等を公表することを求めているが、件数等の公表を規定しているものは４団体、主要

な事案の概要等の公表を行っているものは２団体であった。

（問２８）
団体数 団体名

はい 4 全国貸金業協会連合会
全国銀行協会9

日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会

いいえ 7 金融先物取引業協会
信託協会
生命保険協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

（問２９）
団体数 団体名

はい 2 全国貸金業協会連合会
全国銀行協会10

                                           
9 公表について特別な規定はないが、統計を作成する以上公表するのは当然と考える。
10 ただし、公表の相手方は会員銀行等である。なお、実態は毎月機関誌上で公表して
おり、年報は機関誌のほか、ホームページ上でも公表している。
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いいえ 9 金融先物取引業協会
信託協会
生命保険協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

問３０　その他、苦情処理手続の規則において規定している事項はありますか。

　各協会等から以下により回答があった。

（信託協会）

苦情に関する記録の非公開

（全国銀行協会）

(1)会員銀行の苦情受付部署の責任者等の届出

(2)各種報告様式

(3)銀行よろず相談所全国連絡会議の設置

(4)銀行よろず相談所運営懇談会の設置

（日本証券業協会）

・顧客からの相談及び苦情の取次に関する処理は、非公開とすると規定している。

・証券苦情相談室は、苦情相談業務に関する記録を作成し、保存するものと規定して

いる。

・証券苦情相談室は、月中における苦情相談処理状況について、地区会長及び会長に

報告するものと規定している。

・本協会は苦情相談の申出について、当事者の秘密に関する事項を除き、その概要を

協会員に周知するものと規定している。

（日本証券投資顧問業協会）

　苦情処理規則において以下の事項を規定
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（会員外業者への苦情）

第１２条　協会は、会員以外の者の行う投資顧問業に係る業務につき、苦情の申出が

あった場合にも、これを受け付け、財務局と協力してその解決に努めるものとする。

　

（日本商品投資販売業協会）

①苦情処理は当協会の定款にも規定されている主要事業のひとつである。顧問弁護士

を起用し、かかる弁護士費用について予算の枠取りも行っており、苦情に対応でき

る体制を敷いている。但し、商品ファンドについて、過去、顧問弁護士に相談する

ような深刻な苦情は発生しておらず、協会事務局にて対応可能な相談が数件あった

のみである。

②当協会の委員会規則において常設委員会の一つとして苦情処理委員会を設置する

事とし、重大な事情については、苦情処理委員会にて付議することを、自主規制規

則の中の業務要領で規定している。

（前払式証票発行協会）

１　非会員の苦情

２　苦情処理結果の通知

３　関係当局との関係
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（紛争処理手続に係る規則について）

問３１　紛争処理手続を設けていますか。

（結果）

　紛争処理手続を設けているとの回答があったものは、参加１７団体中３団体である。

なお、他に２団体が、弁護士会仲裁センターに対して紛争処理を委託しているとの回

答があった。

団体数 団体名
はい 3 生命保険協会

日本証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 12 金融先物取引業協会
投資信託協会
全国貸金業協会連合会
全国信用金庫協会
全国信用組合中央協会
全国労働金庫協会
抵当証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
農林系統金融機関
不動産シンジケーション協議会
前払式証票発行協会

他機関への委託
等

2 信託協会
全国銀行協会
（いずれも弁護士会仲裁センタ
ーに対して委託）

（以下の問は、原則として、紛争処理機関を設けている場合及び他の機関への委託等

を行っている場合について、回答がなされている。なお、弁護士会仲裁センターに対

して紛争処理手続を委託している信託協会及び全国銀行協会については、同協会の規

則又は弁護士会仲裁センターとの協定書に規定されている内容に該当する場合は「は

い」と回答している。また、弁護士会の規則等に規定されている場合は、「弁護士会

の規則等」という回答として集計している。）
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問３２　（問３１で「はい」と答えた場合）紛争処理手続に係る規則等（法令で規定
している場合を含む。以下同じ。）を設けていますか。

（結果）

　ワーキンググループ報告では、裁判外紛争処理手続の透明化のため、苦情・紛争処

理申立ての受付から始まる一連の苦情・紛争処理手続について、明確なルールの作成

を求めているが、紛争処理手続については、紛争処理手続を設置又は委託しているい

ずれの団体においても規則等を規定しているとの回答であった。

団体数 団体名
はい 5 信託協会

生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 0

問３３　紛争の相手方となった会員企業の紛争処理手続に対する協力義務を規定し
ていますか。

（結果）

　紛争処理を円滑に進める上では、紛争の相手方となった会員企業の協力が必要とな

ることから、紛争処理手続に対する協力を会員企業の責務として規定することが想定

されるが、紛争処理手続を設けている５団体のうち、こうした義務を規定していると

の回答があったものは４団体であった。

団体数 団体名
はい 4 信託協会

全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 1 生命保険協会
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問３４　紛争処理人の指名要件を明示していますか。

問３５　紛争処理人の欠格事由を規定しますか。

（結果）

　紛争処理担当者の指名要件等をあらかじめ公開することは、紛争処理手続の透明性

の確保の観点から、ワーキンググループ報告においても求められている。指名要件に

ついては、いずれの団体においても規定しているとの回答であった。ただし、欠格事

由については１団体において規定されており、他に２団体が弁護士会の規則等で規定

されているとの回答であった。

（問３４）
団体数 団体名

はい 5 信託協会
生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 0

（問３５）
団体数 団体名

はい 1 日本証券業協会

いいえ 2 生命保険協会
日本損害保険協会

弁護士会の規則
等

2 信託協会
全国銀行協会

問３６　紛争処理人が利害関係者となる場合を具体的に規定していますか。

問３７　個々の紛争処理事案において、紛争処理人が利害関係者となる場合は、紛争
処理人に就任することができないことを規定していますか。
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（結果）

　紛争処理の中立性を確保する観点から、利害関係人を紛争処理人に起用しないこと

も一つの方法として想定されるが、利害関係人の具体的な条件を規定しているとの回

答があったものは、弁護士会の規則等で規定されている場合を含めて３団体であり、

さらに、個々の紛争において利害関係人となった者が紛争処理を行うことができない

ことしているとの回答があったのは、弁護士会の規則等において規定されている場合

を含め、４団体であった。

（問３６）
団体数 団体名

はい 1 日本証券業協会

いいえ 2 生命保険協会
日本損害保険協会

弁護士会の規則
等

2 信託協会
全国銀行協会

（問３７）
団体数 団体名

はい 2 生命保険協会
日本証券業協会

いいえ 1 日本損害保険協会

弁護士会の規則
等

2 信託協会
全国銀行協会

問３８　個々の紛争処理事案を担当する紛争処理人が公正に選出されるための具体
的な手続を規定していますか。

（結果）

　紛争処理の中立性を確保する観点から、個々の紛争における紛争処理人の選出をル

ール化し、それを規則上に規定しておくことも想定されるが、このようなルールは、

弁護士会の規則等において規定されている場合に限られるとの回答であった。
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団体数 団体名
はい 0
いいえ 3 生命保険協会

日本証券業協会
日本損害保険協会

弁護士会の規則
等

2 信託協会
全国銀行協会

問３９　紛争処理手続に要する費用の金額、計算方法を規定して明示していますか。

（結果）

　紛争処理手続の明確化を図る観点から、紛争処理に要する費用等を規則に明示する

ことも想定されるが、このような明示を行っているとの回答があったものは、弁護士

会の規則等において規定されている場合を含め、５団体中４団体であった。

団体数 団体名
はい 2 生命保険協会

日本証券業協会

いいえ 1 日本損害保険協会

弁護士会等の規
則

2 信託協会
全国銀行協会

問４０　協会が取り扱う紛争の範囲を明示していますか。

（結果）

　利用者の側から見て、どのような紛争を申立てることができるかを明確化するとと

もに、取扱いを拒否する場合の基準の明確化を図る観点から、協会が取り扱う紛争の

範囲を明示することが想定されるが、いずれの団体においても、取扱いの範囲は明示

されているとの回答であった。

団体数 団体名
はい 5 信託協会

生命保険協会
全国銀行協会
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日本証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 0

問４１　紛争処理の申立の受理を拒否することができる場合を明示していますか。

問４２　（問４１で「はい」と答えた場合）どのような場合に拒否できることとして
いますか。

（結果）

　協会等の取扱う紛争の範囲の明確化を図る観点から、紛争処理の申立の受理を拒否

することができる場合を明示することも想定されるが、いずれの団体においても、拒

否できる場合は明示されているとの回答であった。

団体数 団体名
はい 5 信託協会

生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 0

　なお、各団体が具体的に規定している事項は以下のとおりである。

（信託協会）

①取引の名義が顧客（申立人）本人でない場合（相続等明らかに合理的理由がある場

合を除く。）

②苦情の原因である取引の取引日から３年経過している場合

③訴訟又は民事調停が終了若しくは継続中の場合

④証券業務に関するものである場合

⑤加盟会社の経営方針や融資態度あるいは加盟会社の役職員個人に係わる場合　な

ど

（生命保険協会）

①訴訟中又は民事調停中の紛争であるとき
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②不当な目的でみだりに裁定の申立をしたと認められるとき

③申立の内容が、その性質上裁定を行うに適当ではないと認められるとき

（全国銀行協会）

①取引の名義が顧客（申立人）本人でない場合

②苦情の原因である取引の取引日から３年が経過している場合

③訴訟が終了若しくは訴訟中

④証券業務に関するもの

⑤銀行の経営方針や融資態度あるいは銀行員個人に係わる事項　など

（日本証券業協会）

　あっせんの申立てが次のいずれかに該当するとき

・ あっせん委員により、すでにあっせんを終了した紛争に係るものであるとき

・紛争が生じた日から３年を経過した紛争に係るものであるとき

・訴訟が終了し若しくは訴訟中又は民事調停が終了し若しくは民事調停中の紛争に

係るものであるとき

・上に掲げるもののほか、その性質上あっせんを行うに適当でないと認められる紛争

に係るものであるか、又は不当な目的で又はみだりにあっせんの申立をしたと認め

られると、あっせん委員が判断したとき

（日本損害保険協会）

①申立事項が訴訟係属中であるとき、又は他の調停手続等を行っているとき

②申立人が不当な目的で調停の申立てをしたと認められるとき

③申立人が権利又は権限を有しないと認められるとき

④前３号のほか、申立事項が、性質上調停を行うに適当でないと認められるとき

問４３　紛争処理の申立をできる者を限定していますか。

（結果）

　申立当事者の適格性の明確化を図る観点から、紛争処理の申立をできる者を限定す

ることが想定されるが、いずれの団体においても、申立ることができる者は限定され

ているとの回答であった。
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団体数 団体名
はい 5 信託協会

生命保険協会
全国銀行協会11

日本証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 0

問４４　紛争処理の申立の様式を定めていますか。

（結果）

　紛争処理の申立を容易にするとともに、紛争処理手続の明確化を図る観点から、紛

争処理の申立の様式を定めることが考えられるが、いずれの団体においても、当該様

式は規定されていた。

団体数 団体名
はい 5 信託協会

生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 0

問４５　紛争処理の申立を受け付けた際の申立人に対する事実確認や申立人に対す
る助言など、申立を受け付けた際の初期対応として紛争処理の受付担当者が行わ
なければならないことを具体的に明示していますか。

問４６　（問４５で「はい」と答えた場合）紛争処理の申立の受付時に紛争処理の受
付担当者が、申立人に対して紛争処理手続の概要を記載したパンフレット等の交
付、手続の概要の説明等を通じて、紛争処理を申し立てた者に対して紛争処理の
手続の概要を説明することを規定していますか。

（結果）

　ワーキンググループ報告では、苦情・紛争の申立をした紛争当事者には苦情・紛争

                                           
11 個人に限定。
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処理手続のルールの配布・説明を行うことを求めているが、紛争処理に関して規則等

において初期対応を具体的に規定しているとの回答があったものは３団体であり、う

ち、２団体では、手続の概要を説明しているとの回答であった。

（問４５）
団体数 団体名

はい 3 信託協会
全国銀行協会
日本損害保険協会

いいえ 2 生命保険協会
日本証券業協会

（問４６）
団体数 団体名

はい 2 信託協会
全国銀行協会

いいえ 1 日本損害保険協会

問４７　紛争処理を受け付けた際に、紛争処理規則等により協会等が取り扱うべき紛
争ではない場合や、紛争処理を申し立てた人が申立可能な人ではないことによ
り、受付を拒否する場合、以下の事項を行うことを規定していますか。

（結果）

　紛争処理の受付を拒否する場合は、慎重な手続を期すとともに、顧客支援の観点か

ら、理由の提示や助言等を行うことも想定されるが、取扱い拒否の際の理由の提示を

規定しているとの回答のあった団体は３団体であり、反論の聴取、他の紛争処理機関

の紹介、その他の助言等を行っている団体はないとの回答であった。

取扱いを拒否する理由の提示
団体数 団体名

はい 3 信託協会
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全国銀行協会
日本損害保険協会

いいえ 2 生命保険協会
日本証券業協会

取扱いを拒否する際の申立人の反論の聴取
団体数 団体名

はい 0
いいえ 5 信託協会

生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

他の紛争処理機関の紹介
団体数 団体名

はい 0
いいえ 5 信託協会

生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

その他申出人に対する助言
団体数 団体名

はい 0
いいえ 5 信託協会

生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

問４８　顧客からの紛争処理の申立に対して、会員企業が答弁書を作成し、紛争処理
人に提出することを規定していますか。
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（結果）

　紛争処理手続の過程の一つとして、申立を受けた会員企業による答弁書の作成を規

定することが想定されるが、弁護士会の規則等に規定されている場合を含め、いずれ

の団体でも会員企業による答弁書の作成を規定しているとの回答であった。

団体数 団体名
はい 4 生命保険協会

全国銀行協会12

日本証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 0
弁護士会の規則
等

1 信託協会

問４９　申立人が紛争処理手続の開始後にいつでも申立を取り下げることができる
ことを規定していますか。

（結果）

　紛争処理手続の進行中においても、顧客の選択を留保しておく観点から、申立人に

よる取り下げを規定しておくことが想定されるが、４団体において申立人による取り

下げを規定しているとの回答であった。

団体数 団体名
はい 4 生命保険協会

全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 0

問５０　紛争処理に要する標準処理期間を定めていますか。

問５１　（問５０で「はい」と答えた場合）どの程度の標準処理期間を設定していま
すか。

                                           
12 弁護士会仲裁センターの利用を拒む場合
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（結果）

　紛争処理手続の迅速化を図る方法の一つとして、紛争処理の申立から決定にいたる

までの標準処理期間を定めておくことが想定されるが、標準処理期間を設けていると

の回答はなかった。

団体数 団体名
はい 0
いいえ 4 生命保険協会

全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

問５２　紛争処理に当たり、会員企業を含む当事者に対して資料提出要請、実地調査、
参考人意見等紛争事案の調査のために必要な措置を採ることができることを定
めていますか。

（結果）

　紛争処理に当たり、個々の紛争に係る事実認定に資する観点から、資料や実地にお

ける調査や参考人の意見陳述が必要となる場合もあるが、紛争処理手続を自ら設けて

いる３団体において、協会等がこうした調査等を行うことができることを定めている

との回答であった。

団体数 団体名
はい 3 生命保険協会

日本証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 1 全国銀行協会

問５３　問５２の要請等が行われた場合、会員企業は正当な理由がなく断ることがで
きないこととしていますか。
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（結果）

　事実認定などのための調査を円滑に進める方法の一つとして、協会等からの調査等

の要請に対する応諾義務を定めておくことが想定されるが、このような応諾義務を規

定しているとの回答があったのは１団体であった。

団体数 団体名
はい 1 日本証券業協会

いいえ 2 生命保険協会
日本損害保険協会

問５４　当該案件について訴訟手続が始まった場合など、紛争処理手続を打ち切る場
合を明示していますか。

（結果）

　訴訟手続が始まった場合などは、訴訟手続との優先関係や手続の明確化を図る観点

から、紛争処理手続を打ち切る場合を明示しておくことも想定されるが、いずれの団

体においても、紛争処理手続を打ち切る場合を明示しているとの回答であった。

団体数 団体名
はい 5 信託協会

生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

いいえ 0

問５５　あっせん案や調停案が紛争処理人の合議によって決定される場合、その議決
方法を規定していますか。

（結果）

　紛争処理手続の手続上の公正を確保する観点から、合議体により決定がなされる場

合、あらかじめ、議決方法を定めておくことも想定されるが、こうした議決方法が規



38

定しているとの回答があったものは、弁護士会の規則等において規定されている場合

を含め、４団体であった。

団体数 団体名
はい 2 生命保険協会

日本損害保険協会

いいえ 1 日本証券業協会
弁護士会の規則
等

2 信託協会
全国銀行協会

問５６　会員企業があっせん案や調停案を拒否できる場合を限定していますか。

（結果）

　紛争処理について、会員企業があっせん案や調停案を拒否できる場合をあらかじめ

限定しておくことも想定されるが、このような限定を行っているとの回答があったの

は１団体であった。

団体数 団体名
はい 1 日本証券業協会

いいえ 3 生命保険協会
全国銀行協会
日本損害保険協会

問５７　あっせんや調停に合意していたにも関わらず、会員企業が履行していなかっ
た場合の会員企業に対する指導若しくは勧告又は制裁措置を定めていますか。

（結果）

　紛争処理による決定の履行を確保する観点から、会員企業による決定の不履行に対

して指導等を行うことも想定されるが、このような指導等を定めているとの回答があ

ったのは１団体であった。



39

団体数 団体名
はい 1 全国銀行協会13

いいえ 3 生命保険協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

問５８　協会等が取り扱った紛争処理について、件数、処理結果等に係る統計を作成
し、公開することを規定していますか。

問５９　協会等が取り扱った紛争処理について、事案の概要及び処理結果の概要（プ
ライバシー等に係る部分を除く）を公表することを規定していますか。

（結果）

　ワーキンググループ報告では、裁判外紛争処理機関の運営適正化やルールメイクの

促進の観点から、その件数や処理結果、主な事案の概要等を公表することが求められ

ているが、紛争処理については、件数等については苦情とあわせて統計を作成し公表

しているとの回答が１団体からあった。また、事案の概要については、苦情の段階で

実施しているとの回答が１団体からあった。

（問５８）
団体数 団体名

はい 0
いいえ 5 信託協会

生命保険協会
日本証券業協会
日本損害保険協会
全国銀行協会14

（問５９）
団体数 団体名

はい 0

                                           
13 ただし、仲裁合意の場合等
14 ただし、実態は苦情とあわせて統計を作成し、公表している。
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いいえ 5 信託協会
生命保険協会
全国銀行協会15

日本証券業協会
日本損害保険協会

問６０　その他紛争処理手続の規則で規定している事項はありますか。

　日本証券業協会より以下の回答があった。

・あっせん手続は、非公開とすると規定している。

・あっせん委員は、あっせんが終了したときは、遅滞なく本協会にその結果等につい

て報告するものと規定している。

・本協会は、あっせんの申出、あっせん結果について、当事者の秘密に関する事項を

除き、その概要を協会員に周知するものと規定している。

・あっせん委員のあっせんにおいて当事者間に合意が成立し、又は当事者双方があっ

せん委員のあっせん案を受諾したときは、当該紛争の相手方である協会員は、遅滞

なく和解契約書を作成し、その写し１通をあっせん委員に提出しなければならない

と規定している。

                                           
15 苦情の段階で実施している。
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（以下の問は、問１又は問３１で「はい」と答えた場合のみを対象としている。）

（苦情・紛争処理手続きの公表等）

問６１　苦情・紛争処理手続の規則等を一般に公開していますか。

（結果）

　ワーキンググループ報告では、苦情・紛争処理手続の明確なルールの作成及び公表

が求められているが、苦情処理手続又は紛争処理手続の規則を一般に公開していると

の回答があったものは、当該規則を制定している１１団体のうち６団体であった。

団体数 団体名
はい 6 金融先物取引業協会

信託協会
生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会

いいえ 7 投資信託協会
全国貸金業協会連合会
全国信用金庫協会
抵当証券業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

問６２　苦情・紛争処理手続の規則を以下の場所等で公開、配布等を行っていますか。
（協会の顧客向けパンフレット等（以下「パンフレット」という。）に記載して、
配布している場合を含む。）

（結果）

　苦情・紛争処理手続に係る規則の公開の実効性を高める観点から、様々な媒体に当

該規則等を記載して公開することが想定されるが、会報誌・会則集において記載して

いるとの回答が６団体と最も多く、次いで、協会の窓口が４団体、ホームページが３

団体であった。
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団体数 団体名
会報誌・会則集 6 金融先物取引業協会

全国銀行協会
抵当証券業協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会

パンフレット 2 全国銀行協会
日本証券投資顧問業協会

協会等の窓口 4 金融先物取引業協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会

会員企業の営業窓口 1 全国銀行協会16

ホームページ 3 信託協会
全国銀行協会
日本証券投資顧問業協会

消費者行政機関 1 全国銀行協会17

消費者団体 2 金融先物取引業協会
全国銀行協会18

金融商品の販売の際
の添付資料

0

問６３　紛争処理人の名簿を公開していますか。

問６４　紛争処理人の経歴を公開していますか。

（結果）

                                           
16 パンフレットの備置
17 パンフレットを送付している。
18 パンフレットを送付している。
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　ホールセール・リーテイルに関するワーキンググループの議論では、紛争処理担当

者の名簿を公表することが必要との意見があったが、紛争処理手続を設けている５団

体のうち、紛争処理人の名簿の公開については、申立人に対してのみ公開していると

の回答があったものが１団体であった。また、経歴の概略を公開しているとの回答が

あったものが１団体であった。

（問６３）
団体数 団体名

はい 1 全国銀行協会19

いいえ 4 信託協会
生命保険協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

（問６４）
団体数 団体名

はい 1 全国銀行協会20

いいえ 4 信託協会
生命保険協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

問６５　苦情・紛争処理手続の概要等を以下の媒体で公開していますか。

（結果）

　苦情・紛争処理手続の概要を一般に周知する上では、パンフレットの配布及びホー

ムページ上での公開が有効な方法と考えられるが、このような方法で周知を行ってい

る団体は、パンフレットについては５団体、ホームページについては４団体であった。

                                           
19 ただし、申立人に対してのみ。
20 ただし、概略のみ。
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団体数 団体名
パンフレット 5 信託協会

全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会

ホームページ 4 信託協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会

その他 0

問６６　苦情・紛争処理手続の概要等を記載したパンフレットは、以下の場所で入手
可能ですか。

問６７　（問６６で「その他」を選択した場合）どのような媒体で公開していますか。

（結果）

　苦情・紛争処理手続の周知を促進する観点から、苦情・紛争処理手続の概要等を記

載したパンフレットを様々な場所に備えておき、配布を行うことが想定されるが、実

際にこのようなパンフレットを入手できる場所は、協会等の窓口が６団体であり、協

会等のホームページで入手できるとの回答があったものが４団体、会員企業の営業窓

口で入手できると回答があったものが３団体であった。なお、消費者行政機関及び消

費者団体に対してパンフレットを送付しているとの回答があったものも１団体あっ

た。

団体数 団体名
協会等の窓口 7 信託協会

生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
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日本商品投資販売業協会

会員企業の営業窓口 3 信託協会
全国銀行協会21

日本証券業協会

ホームページ 4 信託協会
全国銀行協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会22

消費者行政機関 1 全国銀行協会23

消費者団体 1 全国銀行協会24

金融商品の販売の際の添付
資料

0

その他 0

問６８　パンフレット及びホームページにはどのような事項を記載していますか。

（結果）

　ワーキンググループ報告でも、裁判外紛争処理制度の活用促進を図るため、パンフ

レットやインターネットの活用が求められているが、パンフレット及びホームページ

に記載されている事項は以下のとおりであり、協会の目的及び連絡先窓口を記載して

いる団体が比較的多くなっている。

パンフレット
団体数 団体名

協会等の目的 7 生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国信用金庫協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

                                           
21 パンフレットの備置
22 会員向けに公開
23 パンフレットを送付している。
24 パンフレットを送付している。
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取扱いの対象となる苦情の具体例 1 全国銀行協会

苦情・紛争処理手続の流れ 2 信託協会
全国銀行協会

苦情・紛争処理手続の規則 1 全国銀行協会

苦情を申し出る際に必要となる書類 2 全国貸金業協会連合会
全国銀行協会

苦情・紛争申立の様式 0
紛争処理に要する費用 3 信託協会

全国貸金業協会連合会
全国銀行協会

苦情・紛争処理の実例 0
苦情・紛争処理の統計 1 全国貸金業協会連合会
紛争処理人の名簿及び略歴 0
協会等の連絡先窓口 9 信託協会

生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
全国信用金庫協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

その他裁判外紛争処理に関する事項 3 信託協会
全国銀行協会
日本損害保険協会

ホームページ
団体数 団体名

協会等の目的 9 信託協会
生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本商品投資販売業協会
日本損害保険協会
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前払式証票発行協会

取扱いの対象となる苦情の具体例 1 全国銀行協会

苦情・紛争処理手続の流れ 2 信託協会
全国銀行協会

苦情・紛争処理手続の規則 3 信託協会
全国銀行協会
日本商品投資販売業協会

苦情を申し出る際に必要となる書類 0
苦情・紛争申立の様式 0
紛争処理に要する費用 2 信託協会

全国銀行協会

苦情・紛争処理の実例 2 信託協会
全国銀行協会

苦情・紛争処理の統計 3 信託協会
全国銀行協会
日本証券投資顧問業協会

紛争処理人の名簿及び略歴 0
協会等の連絡先窓口 8 信託協会

生命保険協会
全国貸金業協会連合会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本損害保険協会
前払式証票発行協会

その他裁判外紛争処理に関する事項 3 信託協会
全国銀行協会
日本損害保険協会

問６９　（問６８のうちパンフレットについて「その他裁判外紛争処理に関する事項」
を選択した場合）パンフレットにその他記載している事項にはどのようなものが
ありますか。
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（信託協会）

東京の三弁護士会との連携により紛争解決のために弁護士会の仲裁センターの利用

が可能であること。

（全国銀行協会）

弁護士会仲裁センターの概要

（日本証券投資顧問業協会）

会員以外の業者に対する苦情・相談の連絡先（各地の財務局一覧）

（日本損害保険協会）

（財）日弁連交通事故相談センター一覧表

（財）交通事故紛争処理センター一覧表

問７０　（問６８のうちホームページについて「その他裁判外紛争処理に関する事項」
を選択した場合）ホームページにその他記載している事項にはどのようなものが
ありますか。

（信託協会）

東京の三弁護士会との連携により紛争解決のために弁護士会の仲裁センターの利用

が可能であること。

（全国銀行協会）

関係する社内論文（機関誌掲載）やプレス発表資料

（日本証券投資顧問業協会）

会員以外の業者に対する苦情・相談の連絡先（各地の財務局一覧）

（日本損害保険協会）

（財）日弁連交通事故相談センター一覧表

（財）交通事故紛争処理センター一覧表

都道府県及び市の交通事故相談所の案内

交通安全協会の交通事故相談所の案内
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問７１　苦情解決を申し出た人に対して、以下の事項を情報提供していますか。

問７２　（問７１で「その他苦情処理に関する事項」を選択した場合）苦情解決を申
し出た人に対して、その他どのような事項を情報提供していますか。

（結果）

　ワーキンググループ報告では、苦情・紛争の申立をした人に紛争当事者に対して苦

情・紛争処理のルールの配布・説明が求められているが、苦情解決を申し出た人に対

して情報提供の現状は下記のとおりであり、苦情・紛争処理手続の流れを情報提供し

ているとの回答が最も多く、６団体であった。

団体数 団体名
苦情・紛争処理手続の流れ 6 金融先物取引業協会

信託協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本証券投資顧問業協会
日本損害保険協会

苦情・紛争処理手続の規則 3 金融先物取引業協会
全国銀行協会25

日本証券業協会

苦情を申し出る際に必要となる書類 2 全国貸金業協会連合会
日本損害保険協会

苦情・紛争申立の様式 3 全国銀行協会26

日本証券業協会
日本損害保険協会

紛争処理に要する費用 3 全国銀行協会27

日本証券業協会
日本損害保険協会

                                           
25 求めに応じて
26 苦情解決に併せて紛争解決を申し出た場合
27 苦情解決に併せて紛争解決を申し出た場合
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紛争処理人の名簿及び略歴 1 全国銀行協会28

その他苦情処理に関する事項 1 全国信用金庫協会

注）苦情解決に併せて紛争解決を申し出た場合

問７３　紛争処理手続により紛争の解決を申し立てた者に対して、以下の事項を説明
していますか。

問７４　（問７３で「その他紛争処理に関する事項」を選択した場合）紛争処理を申
し立てた者に対して、その他どのような事項を説明していますか。

（結果）

　ワーキンググループ報告では、紛争処理手続についても、苦情処理手続と同様にル

ールの配布・説明等が求められているが、紛争処理手続を設けている５団体中、紛争

処理手続の流れを情報提供しているとの回答があったものは５団体、紛争処理手続の

規則を情報提供しているとの回答があったものは３団体などの結果であった。

団体数 団体名
紛争処理手続の流れ 5 信託協会

生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

紛争処理手続の規則 3 信託協会
全国銀行協会
日本証券業協会

紛争を申し立てる際に必要となる書類 3 全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

紛争処理申立の様式 4 信託協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

                                           
28 苦情解決に併せて紛争解決を申し出た場合（開示のみ）
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紛争処理に要する費用 5 信託協会
生命保険協会
全国銀行協会
日本証券業協会
日本損害保険協会

紛争処理人の名簿及び略歴 1 全国銀行協会29

その他紛争処理に関する事項 0

問７５　その他苦情・紛争処理手続の周知のために行っている取組はありますか。

（全国銀行協会）

各種広報活動

（全国信用金庫協会）

主婦向け雑誌や金融情報誌への苦情処理窓口の掲載申出には積極的に掲示してもら

えるよう取り組んでいる。

（日本商品投資販売業協会）

協会のパンフレット及びホームページの中で、協会の主要な活動の一つとして「苦情

の処理」を挙げ、「投資家からの苦情を受け付け処理する」旨、記載している。

                                           
29 開示のみ
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（別紙）アンケート調査対象団体

金融先物取引業協会

投資信託協会

信託協会

生命保険協会

全国貸金業協会連合会

全国銀行協会

全国信用金庫協会

全国信用組合中央協会

全国労働金庫協会

抵当証券業協会

日本証券業協会

日本証券投資顧問業協会

日本商品投資販売業協会

日本損害保険協会

農漁協系統金融機関

不動産シンジケーション協議会

前払式証票発行協会


